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令和元年度 西部センター及びデイサービス事業、運営協力委員会 次第 

 

 

日時：令和元年５月２２日（水） 午後７時 30 分 

場所：西部センター ２階 集会室 

 

１．開 会 

 

 

２．委員ならびに職員の紹介 

 

 

３．議 事 

 

① 委員長・副委員長の選任 

     （委員長・副委員長あいさつ） 

② 平成３０年度 西部センター事業報告 

 

③ 令和元年度 西部センター事業計画（案） 

 

４．その他 

 

 

５．閉 会 

  



 

 



 

 



 田辺市立西部センター及びデイサービス事業運営協力委員会会則 

平成 20 年 6 月 17 日 会則 

（趣旨） 

第１条 この会則は、西部センター運営協力委員会及びデイサービス事業運営協力委員会について必要な事項を定め

るものとする。 

（名称） 

第２条 本委員会は田辺市立西部センター及びデイサービス事業運営協力委員会（以下「委  員会」という。）とい

う。 

 （目的）  

第３条 委員会は、田辺市立西部センター及びデイサービス事業の円滑な運営を図るため、  必要な意見を述べる

ことを目的とする。 

 （組織） 

第４条 委員会は、市長が委嘱する 30 人以内の委員をもって組織する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の  残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に、委員の互選により、委員長及び副委員長２人以内を置く。ただし、副委  員長については、委

員会において必要があると認めたときは、これを増員することができる。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 委員会の会議は必要に応じ開催する。 

２ 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 議事は、出席委員数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 

 （参与） 

第８条 委員会に参与を置くことができる 

２ 参与は会議に出席し、意見を述べることができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、田辺市立西部センターにおいて処理する。 

（委任） 

第 10 条 この会則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会議において決定する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この会則は、平成２０年６月１７日から施行する。 

（旧会則の廃止） 

２ 田辺市立西部センター及びデイサービス事業運営協力委員会会則（昭和３８年９月１２日、平成１７年５月

１日）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この会則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第５条本文の規定にかかわらず、平成 21 年３月 31 日

までとする。 

 



西 部 セ ン タ ー 事 業 の 概 要 

 

西部センターは、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティー

センターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。 

 

 

１．相談事業 

生活上の相談や人権に関わる相談に応じ、適切な助言等を行う事業 

・職員による一次対応及び関係機関への調整等 

・西牟婁振興局企画産業課の相談員による職業相談等 

 

 

２．地域福祉事業 

  地域福祉のため、地域の実情に応じ実施する事業及び隣保館デイサービス事業 

  ・町内会、西部公民館等の各種地域団体との協力事業 

・隣保館デイサービス事業（高齢者及び障害者等が自主的に、日常生活訓練等を行うことにより、自立を助長

し生きがいを高めることを目的とする事業。健康機器による機能回復訓練、歩行訓練等を行う日常生活訓練

や、保健師・看護師による健康相談、健康体操教室、健康講座等を実施） 

 

 

３．啓発及び広報活動事業 

   広く人権に関する理解を深めるため、西部センターだよりの発行や人権教育講演会の開催等、地域ぐる

みでの啓発・広報活動を行う事業 

・西部センターだよりの発行や求人情報の提供等 

・人権教育講演会、人権学習会等の開催、人権に関する広報物の掲示等 

 

 

４．地域交流事業 

   各種教養文化教室、クラブ活動、親睦スポーツ大会等の開催により、住民の交流を図る事業 

 

 

５．社会調査及び研究事業 

  地域住民の生活状況を知り、その課題解決を図るため必要な取り組みを研究する事業 

 

 

６．その他事業 

  会議等のための、センターの貸し館等 

   



 

  



 

  



 

  



 

  



 


